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衆
議
院
議
員
高
田
富
之
君
提
出
農
家
の
負
債
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

衆
議
院
議
員
高
田
富
之
君
提
出
農
家
の
負
債
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

本
件
に
つ
い
て
は
、
御
趣
旨
の
ご
と
く
負
債
の
た
な
上
げ
の
措
置
を
採
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
は
困
難
で
あ
つ
て
御

質
問
の
事
例
に
対
し
て
は
、
供
出
制
度
の
合
理
化
や
農
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
諸
施
策
の
実
施
に
よ
つ
て
解
決
を
図
り
た

い
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




